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は
じ
め
に　

　

近
代
以
前
の
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
古
楽
の
復
元
は
、
中
国
、
韓
国

0

、
日
本

の
儒
学
者
た
ち
が
共
有
し
た
主
題
の
一
つ
で
あ
る
。
時
代
や
地
域
を
越
え
て
、

儒
教
の
同
じ
経
典
が
参
照
さ
れ
、
ま
た
古
代
中
国
の
音
楽
が
理
想
と
さ
れ
、
古

楽
の
復
元
は
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
個
々
の
儒
学
者
に
注
目
し
、
古
楽

の
復
元
と
い
う
同
じ
主
題
の
も
と
で
展
開
さ
れ
た
論
の
各
々
を
比
較
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
ら
が
決
し
て
一
様
で
は
な
い
こ
と
、
同
一
的
な
議
論
が
教
条
的
に
反

復
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。古
楽
の
復
元
と
い
う
主
題
は
、

こ
れ
を
論
じ
る
当
の
論
者
の
問
題
関
心
と
、
ま
た
、
彼
が
身
を
置
く
歴
史
的
文

脈
、
政
治
制
度
、
音
楽
文
化
と
深
く
関
わ
る
形
で
論
じ
ら
れ
、
こ
の
主
題
に
関

し
て
多
様
な
思
想
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
古

楽
の
復
元
は
儒
学
思
想
に
内
包
さ
れ
つ
つ
も
儒
教
の
言
説
に
束
縛
さ
れ
ず
、
異

な
る
文
脈
と
連
動
す
る
こ
と
で
東
ア
ジ
ア
の
音
楽
思
想
・
音
楽
文
化
の
展
開
を

構
成
し
た
一
要
素
と
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
一
試
論

と
し
て
、
本
稿
は
荻
生
徂
徠
の
論
を
取
り
上
げ
、
そ
の
問
題
構
成
と
内
実
、
ま

た
そ
の
背
景
に
あ
る
江
戸
の
社
会
情
勢
や
音
楽
文
化
と
の
強
い
関
係
性
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

　

徂
徠
は
、
四
十
五
歳
の
時
、「
周
漢
之
音
存
於
吾
東
方
（
周
漢
の
音
は
吾
が

東
方
に
存
す
る
）」
と
考
え
、「
楽
書
」
十
巻
の
著
述
に
励
み

1

、
さ
ら
に
『
楽
律

考
』、『
楽
制
篇
』、『
琴
学
大
意
抄
』
等
、
楽
律
や
音
楽
制
度
の
歴
史
的
変
遷
、

そ
し
て
琴
の
理
論
・
演
奏
に
関
す
る
著
書
を
著
し
、
世
界
最
古
の
琴
（
七
弦
琴
）

の
楽
譜
で
あ
る
「
幽
蘭
」
の
復
元
に
積
極
的
に
取
り
組
む
に
至
っ
た
。
徂
徠
に

よ
る
「
幽
蘭
」
の
復
元
は
、
唐
代
以
前
の
音
楽
の
理
解
、
及
び
「
幽
蘭
」
の
実

際
の
演
奏
に
お
い
て
今
日
で
も
な
お
重
要
な
参
考
価
値
を
有
す
も
の
と
見
な
さ

れ
、
そ
の
た
め
、
徂
徠
に
よ
る
古
楽
の
復
元
論
に
関
し
て
、
主
に
琴
学
と
「
幽

蘭
」
の
考
証
を
中
心
に
音
楽
学
的
あ
る
い
は
実
証
的
見
地
か
ら
の
研
究
が
行
わ

れ
て
き
た

2

。
他
方
で
楽
律
に
関
す
る
彼
の
論
説
に
関
し
て
は
、
中
村
惕
斎
や
藤
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元
成
ら
が
中
国
宋
代
の
楽
論
の
枠
を
出
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、「
江
戸
時
代

の
儒
学
的
研
究
の
一
つ
に
楽
律
論
の
分
野
が
あ
り
…
中
略
…
多
く
の
儒
者
た
ち

が
宋
の
楽
論
を
墨
守
し
、
音
自
体
か
ら
離
れ
て
数
理
の
形
式
に
走
り
、
紛
々
の

説
を
争
っ
て
い
る
中
で
、
徂
徠
の
楽
論
は
生
き
た
耳
を
重
ん
じ
、
実
践
教
養
を

学
問
研
究
の
基
本
に
お
こ
う
と
す
る
経
験
主
義
的
な
面
で
異
彩
を
放
」
つ
と
評

価
さ
れ
る
一
方
、「
古
文
辞
主
義
、
中
華
主
義
の
論
断
に
大
き
な
飛
躍
が
あ
り
、

こ
と
に
史
的
考
察
を
欠
く
点
か
ら
、
回
顧
的
な
意
義
を
持
つ
の
み
と
な
っ
て
い

る
」
と
の
批
判
も
あ
る

3

。

　

こ
れ
ら
の
研
究
及
び
評
価
は
、
そ
の
対
象
を
琴
学
や
楽
律
論
に
限
定
し
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
徂
徠
の
音
楽
論
の
一
面
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
後
に
論
じ
る
よ
う
に
徂
徠
に
お
い
て
琴
学
と
楽
律
論
は
、
楽
制
論
と
と

も
に
、
古
楽
の
復
元
と
い
う
主
題
に
包
摂
さ
れ
る
問
題
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら

を
古
楽
の
復
元
論
と
い
う
枠
組
み
で
総
合
的
に
論
じ
た
研
究
は
未
だ
見
ら
れ
な

い
。
本
稿
は
こ
の
点
を
鑑
み
、
徂
徠
の
琴
学
、
楽
律
論
、
お
よ
び
楽
制
論
を
そ

れ
ぞ
れ
完
結
し
た
論
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
古
楽
の
復
元
論
の
内
に
各
々

が
占
め
る
場
所
を
、
ま
た
各
々
の
相
関
性
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
そ

の
上
で
、
徂
徠
の
古
楽
の
復
元
論
が
、
同
時
代
の
如
何
な
る
音
楽
文
化
及
び
社

会
情
勢
を
背
景
に
、
ま
た
如
何
な
る
問
題
意
識
の
も
と
展
開
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
の
か
検
討
す
る
。

　

だ
が
、
こ
れ
ら
の
点
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
中
国
に
お
け
る
古
楽
の

復
元
論
の
展
開
を
概
観
す
る
必
要
が
あ
る
。
次
い
で
中
国
の
論
と
徂
徠
の
論
を

比
較
し
、
両
者
の
基
本
的
な
相
違
を
明
ら
か
に
し
、
徂
徠
が
如
何
な
る
論
点
か

ら
古
楽
の
復
元
と
い
う
主
題
を
展
開
し
て
い
る
の
か
検
討
し
て
い
く
。

一　

中
国
に
お
け
る
古
楽
の
復
元
を
め
ぐ
る
議
論
の
展
開

　

中
国
に
お
け
る
古
楽
の
復
元
を
巡
る
議
論
の
特
徴
と
し
て
、
楽
律
の
検
討
が

大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
端
緒
は
、
古
く
『
呂

氏
春
秋
』
に
既
に
見
ら
れ
、
後
の
論
者
た
ち
も
ま
た
楽
律
の
重
要
性
を
認
識
し

て
い
た

4

。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
徂
徠
も
ま
た
中
国
の
論
者
た
ち
と
同
様
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
解
明
の
仕
方
に
お
い
て
徂
徠
の
議
論
は
中
国
の
論
者
た
ち

と
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
最
初
に
中
国
に
お
け

る
楽
律
論
の
展
開
及
び
そ
の
主
要
な
論
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

中
国
に
お
い
て
楽
律
論
は
長
い
歴
史
を
持
つ
が
、
そ
の
展
開
に
お
い
て
先
秦

か
ら
魏
晋
に
か
け
て
の
議
論
は
特
に
注
目
に
値
す
る

5

。
な
か
で
も
、
古
楽
の
復

元
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
な
論
者
と
し
て
最
初
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
晋
の
荀

勗
で
あ
る
。
三
分
損
益
法
に
基
づ
き
六
十
律
三
六
十
調
の
理
論
を
作
っ
た
漢
代

の
京
房
や
、
さ
ら
に
三
六
十
律
に
ま
で
発
展
さ
せ
た
劉
宋
の
銭
楽
之
と
梁
の
沈

重
ら
が
、「
日
常
生
活
に
不
可
欠
の
制
度
た
る
度
量
衡
ま
で
を
統
一
的
に
含
み

込
み
、
音
律
を
媒
介
と
し
て
、
宇
宙
か
ら
人
間
の
日
常
的
営
み
ま
で
を
ま
る
ご

と
ひ
と
つ
の
体
系
と
し
て
と
ら
え

6

」
る
こ
と
を
意
図
し
、
楽
律
の
制
作
に
取
り

組
ん
だ
の
に
対
し
て
、
荀
勗
は
こ
う
し
た
秩
序
の
統
一
性
の
探
求
か
ら
音
楽
そ
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の
も
の
に
立
ち
戻
り
、
新
し
い
楽
律
論
を
展
開
し
た

7

。
彼
の
論
が
本
稿
の
関
心

を
引
く
の
は
、
楽
律
が
古
楽
の
復
元
に
お
け
る
重
要
な
問
題
と
し
て
初
め
て
明

確
に
提
起
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
し

て
お
こ
う
。

　
『
晋
書
』・『
宋
書
』
の
「
律
暦
志
」
に
よ
る
と
、
事
実
上
、
京
房
が
作
っ
た

六
十
律
は
漢
代
の
章
帝
に
至
っ
て
既
に
理
解
さ
れ
ず
、さ
ら
に
漢
末
に
な
る
と
、

雅
楽
は
す
べ
て
失
わ
れ
、
十
二
律
を
導
出
す
る
基
準
音
で
あ
る
黄こ
う

鐘し
ょ
うの
高
さ
さ

え
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
う
け
て
魏
武
帝
の
時
代
に
至
り
、
黄
鐘

の
鐘
の
制
作
が
杜
夔
に
よ
っ
て
再
び
始
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、

晋
の
秦
始
十
年
、
荀
勗
、
張
華
、
列
和
は
、
い
か
に
楽
律
を
求
め
る
か
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
論
争
を
行
っ
た
。
列
和
は
音
楽
を
実
践
す
る
立
場
か
ら
、
経
験

に
よ
る
楽
律
の
定
め
方
を
唱
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
荀
勗
は
、
先
王
に
よ
る
音

楽
は
、
風
習
を
正
す
こ
と
に
効
果
が
あ
り
、
ま
た
定
め
ら
れ
た
形
式
・
楽
律
を

も
っ
て
宗
廟
の
祭
祀
や
朝
宴
の
儀
式
に
用
い
る
べ
き
と
し
、
経
験
に
依
拠
し
た

列
和
の
楽
律
論
は
正
し
い
楽
律
に
相
応
し
く
な
い
と
批
判
し
た
。
こ
こ
で
、
荀

勗
の
言
う
正
し
い
楽
律
と
は
、
任
意
の
音
を
基
準
に
構
成
さ
れ
た
、
楽
器
の
演

奏
に
使
用
可
能
な
十
二
音
階
の
こ
と
で
は
な
い
。
彼
は
「
而
和
寫
笛
造
律
…
中

略
…
非
所
以
稽
古
先
哲
、
垂
憲
于
後
者
也
。（
し
か
れ
ど
も
列
和
は[

実
際
の]

笛
を
そ
の
ま
ま
用
い
楽
律
を
つ
く
り
…
中
略
…
こ
れ
で
は
古
い
先
哲[

の
楽
律]

を
考
え
調
べ
、後
世
に
伝
え
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。）

8

」（「
律
曆
志
」『
晉
書
』）

と
言
う
。
彼
に
と
っ
て
は
、
先
王
に
よ
る
音
楽
は
絶
対
的
な
価
値
が
あ
り
、
そ

の
復
元
こ
そ
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
か
ら
、
彼
は
魏
の

杜
夔
が
作
り
出
し
た
黄
鐘
の
高
さ
を
定
め
る
尺
の
寸
法
を
改
め
、『
周
礼
』
に

基
づ
き
黄
鐘
の
高
さ
を
定
め
、
こ
れ
を
基
準
音
と
し
大
呂
・
太
簇
な
ど
残
り
の

十
一
律
を
導
出
し
た
。
ま
た
、「
五
声
十
二
律
，
還
相
為
宮
」
す
な
わ
ち
十
二

律
の
う
ち
如
何
な
る
任
意
の
律
か
ら
も
必
ず
五
声
（
宮
・
商
・
角
・
徴
・
羽
）

が
成
立
す
る
と
い
う
考
え
の
も
と
、
十
二
律
を
そ
れ
ぞ
れ
宮
と
す
る
十
二
種
の

笛
を
作
り
、
十
二
通
り
の
五
声
を
実
現
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
、
先
王
が
定
め
た

基
準
音
即
ち
黄
鐘
の
高
さ
の
確
定
と
、「
還
相
為
宮
」
が
可
能
な
五
声
十
二
律

の
導
出
と
い
う
楽
律
上
の
問
題
が
、
先
王
に
よ
る
音
楽
つ
ま
り
古
楽
の
復
元
に

お
け
る
重
要
な
契
機
と
初
め
て
見
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

荀
勗
が
定
め
た
楽
律
自
体
は
、
そ
の
後
す
ぐ
に
そ
の
正
し
さ
に
お
い
て
疑
念

を
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

9

。
ま
た
彼
の
先
王
の
音
楽
の
捉
え
方
は
、
実
践
上

の
問
題
を
重
ん
じ
、
楽
律
を
経
験
的
に
伝
授
し
て
ゆ
く
傾
向
が
強
か
っ
た
唐
代

A

に
お
い
て
は
、
影
響
力
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
北
宋
に
至
り

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
以
降
、
黄
鐘
の
高
さ
及
び
「
還
相
為
宮
」
の
五

声
十
二
律
の
計
算
が
、
古
楽
の
楽
律
復
元
の
中
心
問
題
と
な
る
の
で
あ
る

B

。
中

国
に
お
け
る
古
楽
の
復
元
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
先
王
の
音
楽
の
復
元
と
い
う

ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
黄
鐘
の
高
さ
と
十
二
律
の
導
出
が
重
要
な
課
題
と
し
て

荀
勗
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
後
、
宋
代
以
降
、
重
要
な
課
題
と
し
て
議
論
さ
れ

続
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
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二　

徂
徠
に
お
け
る
古
楽
の
復
元

１
．
楽
律
論
に
つ
い
て

　

前
章
で
は
、
中
国
の
楽
律
は
荀
勗
以
降
、
黄
鐘
の
高
さ
と
「
還
相
為
宮
」
が

可
能
な
五
声
十
二
律
の
計
算
が
古
楽
の
復
元
に
お
い
て
重
要
な
問
題
と
さ
れ
て

き
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
徂
徠
に
お
い
て
も
、『
楽
律
考
』
で
は
黄
鐘
、『
楽
制

篇
』
で
は
「
還
相
為
宮
」
と
な
る
十
二
律
の
制
作
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
中
国
で
古
楽
の
復
元
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
楽
律
が
論
じ
ら
れ
る
際
に

は
、
自
国
の
歴
史
に
つ
い
て
の
認
識
、
楽
律
の
復
元
方
法
に
関
す
る
議
論
の
経

緯
と
い
っ
た
こ
と
に
論
者
た
ち
は
必
然
的
に
向
き
合
わ
ざ
る
え
な
い
が
、
徂
徠

に
対
し
て
、
中
国
で
行
わ
れ
て
き
た
議
論
は
、
そ
れ
程
大
き
な
拘
束
力
を
及
ぼ

す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
確
か
に
徂
徠
は
中
国
で
行
わ
れ
た
議
論
を
踏
ま
え
て

は
い
る
が
、
主
に
日
本
と
中
国
の
楽
律
の
相
違
、
及
び
そ
の
背
後
に
あ
る
中
国

文
化
の
日
本
へ
の
伝
播
と
い
う
、
当
然
な
が
ら
中
国
の
論
者
た
ち
の
視
界
に
は

入
り
え
な
い
事
柄
に
着
目
し
、
古
楽
の
復
元
及
び
楽
律
・
楽
制
を
論
じ
る
の
で

あ
る
。

　
『
楽
律
考
』
の
冒
頭
で
徂
徠
は
日
本
の
十
二
律
の
名
を
挙
げ
、
日
本
の
伶
人

が
今
に
伝
え
る
日
本
の
十
二
律
と
中
国
の
十
二
律
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
日
本
の
十
二
律
と
中
国
の
十
二
律
は
、
次
の
図

の
よ
う
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
壱い

ち

越こ
つ

断た
ん

金ぎ
ん

平ひ
ょ
う
じ
ょ
う調

勝し
ょ
う
ぜ
つ絶
龍り

ゅ
う
ぎ
ん吟

下し
も
む無
双そ

う
じ
ょ
う調

鳧ふ
し
ょ
う鐘

黄お
う

鐘し
き

鸞ら
ん

鐘け
い

盤ば
ん

渉し
き

神し
ん

仙せ
ん

鳳ほ
う

音い
ん

上か
み
む無

中
国
黄
鐘
大た

い

呂り
ょ

太た
い

簇そ
う

夾き
ょ
う
し
ょ
う鐘
姑こ

洗せ
ん

仲ち
ゅ
う
り
ょ呂

蕤す
い

賓ひ
ん

林り
ん
し
ょ
う鐘
夷い

そ
く則
南な

ん
り
ょ呂
無ぶ

え
き射
応お

う
し
ょ
う鐘

　

一
見
し
て
、日
中
十
二
律
の
違
い
と
し
て
二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、「
黄
鐘
」
以
外
の
音
律
の
名
が
異
な
る
こ
と
、
次
に
「
黄
鐘
」
の
位
置

が
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
二
つ
の
違
い
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
徂
徠
は
さ
ら
に
中
国
の
古
典
文
献

に
見
ら
れ
る
、
日
本
の
十
二
律
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
と
類
似
す
る
言
葉
に
つ
い

て
検
討
を
行
う
。
そ
の
結
果
、中
国
に
お
い
て
例
え
ば
「
越
調
」、「
双
調
」、「
平

調
」
な
ど
日
本
の
十
二
律
に
も
見
出
さ
れ
る
言
葉
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
日

本
で
用
い
ら
れ
て
い
る
音
律
を
指
す
言
葉
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
日
中
の
音
律
の
相
違
を
確
認
し
た
後
、
徂
徠
は
、「
今
謹
按　

本
邦
之
楽
、
原
周
漢
遺
音
、
律
亦
周
漢
之
律
、
而
第
八
黄
鐘
調
聲
、
乃
周
漢

黄
鐘
也
。（
今
謹
ん
で
按
ず
る
に
、
本
邦
の
音
楽
は
、
も
と
も
と
周
漢
の
遺
し

た
音
楽
で
あ
り
、
律
も
ま
た
周
漢
の
律
で
あ
り
、
そ
し
て
第
八
の
黄
鐘
調
の
声

は
周
漢
の
黄
鐘
で
あ
る
。）」（『
楽
律
考
』）
と
、
古
楽
の
楽
律
が
「
本
邦
之
楽
」

の
う
ち
に
残
存
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
の
第
八
黄
鐘
調
こ
そ
周
漢
の
黄
鐘
で

あ
る
と
の
考
え
を
示
す
。『
楽
律
考
』
は
こ
の
主
張
を
論
の
中
心
と
し
、
前
半

に
お
い
て
こ
の
音
律
が
日
本
に
残
存
す
る
経
緯
が
述
べ
ら
れ
、
後
半
で
は
十
の

根
拠
を
挙
げ
て
日
本
の
黄
鐘
こ
そ
が
周
漢
の
黄
鐘
で
あ
る
こ
と
を
立
証
せ
ん
と

し
て
い
る
。こ
う
し
た
結
論
へ
と
至
る
徂
徠
の
論
を
以
下
で
概
述
し
て
お
こ
う
。
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魏
晋
に
至
る
ま
で
に
黄
鐘
の
高
さ
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
徐
々
に
失
わ
れ
て

い
く
。
ま
た
、
胡
人
の
拓
跋
氏
が
治
め
た
中
原
で
は
胡
人
の
音
律
が
用
い
ら
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
荀
勗
が
楽
律
の
復
元
に
力
を
入
れ
た
た
め
、
江
南
に
周
漢

の
楽
律
が
遺
さ
れ
て
い
た
。
中
国
で
は
そ
の
後
東
魏
か
ら
隋
に
至
り
胡
音
が
標

準
的
に
な
り
、
中
呂
あ
る
い
は
南
呂
な
ど
が
黄
鐘
と
し
て
用
い
ら
れ
、
唐
に
至

り
周
漢
の
音
律
は
完
全
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、「
本
邦
之
楽
、
受
諸

華
夏
、
其
在
唐
以
前
…
中
略
…
而
今
定
以
為
周
漢
遺
音
、
隋
以
前
所
伝
、
而
第

八
黄
鐘
調
声
即
周
漢
黄
鐘
者
、
其
証
有
十
。（
本
邦
の
音
楽
が
、
華
夏
か
ら
受

け
継
い
だ
の
は
、唐
以
前
の
こ
と
で
あ
る
…
中
略
…
現
在
こ
れ
〔
本
邦
の
音
楽
〕

を
周
漢
の
遺
し
た
音
楽
、
隋
以
前
に
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
と
し
、
そ
し
て
そ
の

第
八
黄
鐘
調
声
は
即
ち
周
漢
の
黄
鐘
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
、
十
の
根
拠
が

あ
る
。）」（『
楽
律
考
』）

　

魏
晋
に
至
る
ま
で
に
黄
鐘
の
高
さ
は
次
第
に
知
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
徂

徠
の
認
識
は
、『
晋
書
』・『
宋
書
』
の
「
律
暦
志
」
と
同
様
で
あ
る
が
、
荀
勗

に
よ
る
楽
律
の
評
価
に
お
い
て
徂
徠
は
、『
晋
書
』・『
宋
書
』
の
「
律
暦
志
」

と
は
異
な
る
見
解
を
示
す
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、『
晋
書
』・『
宋
書
』
の
「
律

暦
志
」
は
、
荀
勗
の
楽
律
は
、
制
作
の
後
す
ぐ
に
黄
鐘
の
高
さ
の
正
し
さ
に
お

い
て
懐
疑
的
に
評
価
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
う
し
た
評
価
は
そ
の
後
一
般
的
な
も

の
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
十
二
律
を
作
り
出
す
基
準
音
で
あ
る
黄
鐘
の
高
さ
を
い

か
に
定
め
る
か
が
、
古
楽
の
復
元
に
お
け
る
重
要
な
課
題
と
し
て
、
と
り
わ
け

宋
代
以
降
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
徂
徠
は
荀

勗
が
復
元
し
た
楽
律
は
真
に
周
漢
の
楽
律
で
あ
り
、
江
南
に
周
漢
の
楽
律
は
遺

さ
れ
、
そ
れ
が
唐
以
前
に
日
本
に
伝
来
し
た
と
す
る
。
一
方
、
中
国
で
は
胡
楽

の
普
及
に
と
も
な
い
、
周
漢
の
黄
鐘
は
完
全
に
喪
失
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し

た
歴
史
認
識
ゆ
え
に
、
中
国
の
論
者
た
ち
と
は
異
な
り
、
徂
徠
の
論
に
お
い
て
、

黄
鐘
を
定
め
る
た
め
の
方
法
上
の
問
題
は
全
く
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
古
楽
の
復
元
に
取
り
組
む
に
あ
た
り
、
徂
徠
は
中
国
の
一
般
的
な

楽
律
論
と
同
様
、黄
鐘
の
特
定
に
よ
る
楽
律
の
確
定
に
焦
点
を
当
て
て
は
い
る
。

し
か
し
、
日
中
の
楽
律
の
異
同
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
原
因
を
上
記
の
よ
う

な
独
自
の
歴
史
認
識
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
で
、
徂
徠
の
論
に
お
い
て
古
楽

の
楽
律
や
黄
鐘
は
、
様
々
な
手
順
や
計
算
を
踏
ん
で
復
元
さ
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
対
象
で
は
な
く
、日
本
に
お
い
て
喪
失
を
免
れ
、「
再
認
識
」
あ
る
い
は
「
再

発
見
」
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

２
．
楽
制
論
に
つ
い
て

　

前
節
で
は
、
楽
律
お
よ
び
黄
鐘
に
対
す
る
徂
徠
の
捉
え
方
を
検
討
し
た
。
本

節
で
は
、
も
う
一
つ
の
重
要
問
題
、
す
な
わ
ち
「
五
声
十
二
律
，
還
相
為
宮
」

を
取
り
上
げ
る
。「
五
声
十
二
律
，還
相
為
宮
」
に
関
す
る
徂
徠
の
検
討
は
、『
楽

制
篇
』
に
集
中
し
て
い
る
。『
楽
制
篇
』
は
、壱
越
調
・
平
調
（
大
食
調
を
含
む
）・

双
調
・
黄
鐘
調
・
般
渉
調
と
い
う
日
本
雅
楽
の
「
五
調
」
を
、
燕
楽
二
十
八
調

の
中
の
「
五
調
」、
あ
る
い
は
日
本
固
有
の
調
や
イ
ン
ド
か
ら
伝
わ
っ
た
調
と

す
る
考
え
を
否
定
し
、琴
楽
の「
五
調
」と
の
比
較
を
通
し
て
、日
本
雅
楽
の「
五



藝術研究 第 21・22 号 2009

4646

調
」
こ
そ
が
周
漢
の
楽
制
の
「
五
調
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ま
た
同
書
で
徂

徠
は
中
国
の
「
五
声
十
二
律
，
還
相
為
宮
」
を
批
判
し
、「
五
調
」
を
基
礎
と

し
た
徂
徠
独
特
の
古
楽
理
解
を
展
開
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
点
を
よ
り

詳
細
に
検
討
し
て
い
く
。

　

中
国
に
お
い
て
、「
五
声
十
二
律
，
還
相
為
宮
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も

と
で
の
十
二
律
の
導
出
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
古
楽
の
復
元
と
い
う
枠
組
み
に

お
い
て
生
じ
た
課
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
音
楽
の
実
践
に
お
い
て
欠
か
せ
ぬ
課

題
で
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
十
二
律
の
う
ち
の
任
意
の
律
を
宮
と
し
、
そ

こ
か
ら
十
二
通
り
の
五
声
を
作
れ
ば
「
旋
宮
」、
つ
ま
り
調
高
の
転
調
が
可
能

に
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
多
様
な
る
調
に
お
け
る
音
楽
の
演
奏
可
能
性
が
開
か

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、こ
う
し
た
十
二
律
に
よ
る
十
二
調
の
発
展
に
つ
い
て
、徂
徠
は
「
若

夫
戴
記
所
謂
旋
相
為
宮
者
、
乃
極
言
其
変
、
而
周
礼
所
載
祀
天
神
・
地
祇
・
人

鬼
之
楽
或
出
於
五
調
之
外
者
、
迺
所
以
交
於
鬼
神
異
於
養
道
耳
（『
小
戴
礼
記
』

が
言
う
「
旋
相
為
宮
」
は
、そ
の
﹇
楽
調
の
﹈
変
化
を
極
端
に
言
う
の
で
あ
っ
て
、

『
周
礼
』
に
記
さ
れ
る
天
の
神
、
地
の
神
、
死
ん
だ
人
の
魂
を
ま
つ
る
音
楽
に

或
い
は
五
調
を
外
れ
る
も
の
が
あ
る
の
は
、﹇
こ
れ
ら
の
音
楽
が
﹈
鬼
神
と
交

わ
っ
て[

人
を]

涵
養
す
る
道
と
異
な
る
か
ら
な
の
で
あ
る
）」（『
楽
制
篇
』）

と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
儒
教
の
重
要
経
典
で
あ
る
『
礼
記
』
に
「
旋
相
為
宮
」

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
徂
徠
は
、
楽
調
の
変
化
を
極
端
に
表
現
し
た
も

の
で
あ
り
、
人
を
涵
養
す
る
こ
と
に
用
い
る
音
楽
は
あ
く
ま
で
も
「
五
調

C

」
だ

け
で
、
こ
れ
以
外
の
調
は
、
も
し
用
ら
れ
る
と
し
て
も
、
天
の
鬼
、
地
の
神
、

人
が
死
ん
だ
魂
を
祭
る
際
の
み
で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

徂
徠
は
「
唐
高
祖
命
祖
孝
孫
定
楽
八
十
四
調
、
而
演
清
楽
為
燕
楽
二
十
八
調
、

此
唐
旋
宮
後
、
五
調
遂
亡
也
。（
唐
高
祖
は
祖
孝
孫
に
楽
の
八
十
四
調
を
定
め

る
こ
と
を
命
じ
、
清
楽
を
演
じ
て
燕
楽
二
十
八
調
と
為
す
。
こ
の
唐
の
旋
宮
の

後
、
五
調
は
遂
に
亡
ぶ
。）」（『
楽
制
篇
』）
と
言
い
、「
旋
宮
」
の
発
展
と
と
も

に
、「
五
調
」
は
滅
ん
だ
と
す
る
。
し
か
し
、「
本
邦
楽
制
、
唯
有
五
調
。
…
本

邦
楽
制
即
周
漢
遺
制
、
六
朝
時
所
傳
者
也
（
わ
が
国
の
楽
制
に
、
た
だ
五
調
あ

り
…
わ
が
国
の
楽
制
は
す
な
わ
ち
周
漢
が
残
し
た
制
度
で
あ
る
。
六
朝
時
代
に

伝
わ
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
）」（『
楽
制
篇
』）
と
、
日
本
の
「
五
調
」
こ
そ
が

古
楽
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
「
五
調
」
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
黄
鐘
同

様
、
日
本
に
お
い
て
こ
そ
、
中
国
で
失
わ
れ
た
「
五
調
」
が
現
存
し
て
い
る
と

徂
徠
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
徂
徠
の
言
う
「
五
調
」
と
い
う
言
葉
は
儒
教
の
重
要
経
典
、
ま

た
は
先
秦
以
前
の
典
籍
に
も
見
ら
れ
ず
、後
世
の
文
献
に
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、

中
国
に
お
け
る
古
楽
の
復
元
論
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。つ
ま
り
、

周
漢
の
楽
制
が
「
五
調
」
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
徂
徠
に
よ
っ
て
初
め
て
な

さ
れ
た
。
こ
の
独
自
の
主
張
は
ま
た
、
音
楽
が
人
に
与
え
る
影
響
を
音
楽
の
如

何
な
る
契
機
に
お
い
て
捉
え
る
か
、
と
い
う
論
点
と
も
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、

こ
の
点
に
お
い
て
も
徂
徠
は
中
国
に
お
け
る
論
者
た
ち
と
は
異
な
る
独
自
の
考

え
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、『
韓
詩
外
伝
』の「
聞
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宮
音
使
人
溫
舒
而
広
大
。
聞
商
音
使
人
方
正
而
好
義
。
聞
角
音
使
人
惻
隱
而
愛

人
。聞
徵
音
使
人
楽
善
而
好
施
。聞
羽
音
使
人
整
斉
而
好
礼
。（
宮
音
を
聞
く
と
、

そ
の
人
に
温
和
で
の
び
や
か
で
闊
達
な
人
柄
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
商
音
を
聞
く

と
、
そ
の
人
に
端
正
で
義
を
好
む
人
柄
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
角
音
を
聞
く
と
そ

の
人
に
惻
隱
の
情
を
抱
き
人
を
愛
す
る
人
柄
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
徴
音
を
聞
く

と
そ
の
人
に
善
を
楽
し
み
施
し
を
好
む
人
柄
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
羽
音
を
聞
く

と
、
そ
の
人
に
す
べ
て
の
こ
と
を
き
ち
ん
と
整
え
て
禮
を
好
む
人
柄
が
も
た
ら

さ
れ
る
。）」
と
い
う
有
名
な
一
文
に
徂
徠
が
与
え
た
解
釈
で
あ
る
。

　

中
国
の
楽
律
で
は
、
十
二
律
が
絶
対
的
な
音
高
を
意
味
す
る
音
名
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
宮
・
商
・
角
・
徴
・
羽
は
音
の
相
対
的
な
高
低
を
示
す
階
名
で
あ

る

D

。
そ
の
た
め
、さ
き
の
一
文
の
「
宮
音
」、「
商
音
」、「
角
音
」、「
徴
音
」、「
羽
音
」

を
階
名
と
理
解
し
、こ
こ
か
ら
更
に
音
楽
が
人
格
の
養
成
に
与
え
る
影
響
力
を
、

音
階
に
お
い
て
個
々
の
音
が
占
め
る
位
置
に
見
る
解
釈
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
徂
徠
は
こ
の
一
文
に
つ
い
て
、「
夫
宮
商
角
徵
羽
、
有
定
名
而

無
定
音
。
黄
鐘
為
宮
、
則
太
簇
商
、
姑
洗
角
、
林
鐘
徵
、
南
呂
羽
…
中
略
…
每

奏
一
曲
、
五
音
皆
備
、
豈
得
有
所
謂
聞
其
音
使
人
云
云
之
效
耶
。
故
知
外
伝
所

云
五
調
之
謂
（
そ
も
そ
も
宮
・
商
・
角
・
徵
・
羽
は
、
定
め
ら
れ
た
名
で
あ
る

が
、
定
め
ら
れ
た
音
で
は
な
い
。
黄
鍾
を
宮
と
す
る
と
、
太
簇
は
商
、
姑
洗
は

角
、
林
鐘
は
徵
、
南
呂
は
羽
…
中
略
…
一
曲
を
奏
で
る
た
び
に
五
音
を
す
べ
て

備
え
る
こ
と
に
な
る
。
ど
う
し
て
そ
の
音
を
聞
く
と
人
に
か
く
か
く
し
か
じ
か

の
も
の
を
も
た
ら
す
効
果
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
ゆ
え
、『
韓
詩
外
伝
』
で
言
わ

れ
る
の
は
五
調
の
こ
と
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
）」（『
楽
制
篇
』）
と
言
い
、宮
・

商
・
角
・
徴
・
羽
を
聞
く
と
温
和
で
闊
達
な
人
や
端
正
で
義
を
好
む
人
に
な
る

と
す
る
考
え
に
反
対
し
、『
韓
詩
外
伝
』
が
言
う
宮
声
、
商
声
な
ど
は
、
そ
れ

ぞ
れ
五
音
を
含
む
特
定
の
五
つ
の
調
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
中
国
の

論
者
た
ち
が
音
楽
が
人
に
及
ぼ
す
影
響
力
を
階
名
と
し
て
の
宮
・
商
・
角
・
徴
・

羽
に
認
め
る
の
に
対
し
て
、
徂
徠
は
調
と
し
て
の
宮
・
商
・
角
・
徴
・
羽
か
ら

そ
の
影
響
力
を
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
徂
徠
に
お
け
る
調
の
重
視
は
、
先
王
の
楽
た
る
古
楽
が
如
何
な
る

も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
形
で
演
奏
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
論
点
に
お
い
て

よ
り
具
体
的
に
展
開
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
議
論
は
、
中
国
に
お
け
る
古
楽
の
復

元
論
に
は
見
ら
れ
な
い
、
新
し
く
ま
た
独
自
の
論
点
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
徂

徠
に
よ
る
古
楽
の
復
元
論
に
お
い
て
と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
箇
所
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
徂
徠
の
琴
学
を
通
し
て
、
こ
う
し
た
調
へ
の
関
心
が
徂
徠
の
古
楽

概
念
を
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
構
成
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
よ
う
。

３
．
琴
学
に
つ
い
て

　

古
楽
の
復
元
の
実
践
と
し
て
、
徂
徠
は
琴
の
楽
譜
で
あ
る
「
幽
蘭
」
の
解
明

に
取
り
組
み
、
さ
ら
に
、「
琴
所
伝
是
為
歌
調
…
古
者
歌
奏
異
均
（
琴
に
伝
わ

る
調
は
歌
調
で
あ
り
…
古
い
に
し
えに
お
い
て
歌
唱
と
〔
楽
器
の
〕
演
奏
は
異
な
る
調
に

よ
っ
て
い
た
）」（『
楽
制
篇
』）
と
述
べ
、
琴
に
伝
わ
る
調
は
歌
唱
に
用
い
ら
れ

る
調
で
あ
り
、
古
で
は
歌
唱
と
楽
器
と
の
合
奏
が
異
な
る
調
で
行
わ
れ
た
と
考
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え
、「
幽
蘭
」
に
明
の
臧
懋
編
『
詩
所
』
の
「
猗
蘭
操
」
か
ら
歌
詞
を
取
り
入

れ
た

E

。

　

こ
う
し
た
実
践
は
、
次
の
よ
う
な
古
楽
の
生
成
に
対
す
る
徂
徠
の
考
え
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
音
楽
と
は
歌
唱
よ
り
生
じ
た
も
の
で
、
楽
器
の
演

奏
は
歌
唱
を
助
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
楽
器
と
歌
唱
の
調
が
同
一
で

あ
る
と
、
人
の
声
が
聞
こ
え
に
く
く
な
る
た
め
、
歌
唱
と
楽
器
の
演
奏
は
別
々

の
調
で
行
わ
れ
た
。
た
だ
、
別
々
の
調
で
歌
唱
と
楽
器
の
演
奏
を
行
う
と
、
歌

唱
は
楽
器
の
調
に
つ
ら
れ
て
知
ら
ぬ
間
に
こ
れ
と
同
じ
調
と
な
っ
て
し
ま
う
た

め
、
琴
だ
け
歌
唱
と
同
じ
調
で
演
奏
す
る
に
至
っ
た

F

。
つ
ま
り
、
古
楽
は
歌
唱

と
楽
器
の
異
な
る
調
で
の
合
奏
で
あ
る
が
、
琴
だ
け
は
歌
唱
と
同
じ
調
で
演
奏

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
演
奏
の
方
法
の
み
を
記
し
た
「
幽
蘭
」
に

新
た
な
歌
詞
を
付
け
加
え
た
の
は
、
古
楽
の
改
変
で
は
な
く
、
む
し
ろ
古
楽
の

復
元
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
徂
徠
は
、
楽
の
実
践
・
操
作
・
学
習
を
詩
書
礼
の
学
習
と
並
べ
、

「
先
王
の
四
術
は
、
詩
書
礼
楽
に
し
て
、
こ
れ
、
三
代
の
、
士
を
造
り
し
所
以

な
り
」（『
弁
道

L

』）
と
い
う
よ
う
に
士
（
執
政
者

G

）
の
養
成
教
育
の
一
環
と
見

な
し
、
士
は
詩
書
礼
楽
の
学
び
を
通
し
て
そ
の
政
治
を
執
り
行
う
素
質
を
培
う

H

と
し
て
い
る
。
こ
の
士
つ
ま
り
為
政
者
の
養
成
・
修
養
に
お
い
て
楽
は
如
何
な

る
役
目
を
担
う
と
徂
徠
は
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
触
れ
た
調
の
問
題

は
、
ま
さ
に
こ
の
点
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。

　

徂
徠
は
、
琴
に
つ
い
て
の
著
作
『
琴
学
大
意
抄
』
に
お
い
て
調
が
人
に
与
え

る
影
響
を
「
和
」
と
「
応
」
と
い
う
概
念
の
も
と
に
論
じ
て
い
る
。
歌
唱
と
楽

器
の
演
奏
が
同
じ
調
の
も
と
で
相
応
す
る
の
が
「
応
」
で
あ
り
、
互
い
に
相
異

な
る
調
の
歌
唱
と
楽
器
の
演
奏
の
調
和
が
「
和
」
で
あ
る
。「
応
」
で
演
奏
さ

れ
た
音
楽
は
耳
に
な
じ
み
や
す
く
、
人
の
情
に
親
し
む
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う

し
た
音
楽
の
み
を
好
む
の
で
あ
れ
ば
、「
世
人
人
情
ノ
ミ
ニ
シ
テ
道
ト
云
モ
ノ

ヲ
知
ラ
ヌ
ト
キ
ハ
、
我
ガ
気
ニ
合
タ
ル
人
ノ
ミ
ヲ
用
ヒ
、
我
ガ
好
コ
ト
ノ
ミ
ヲ

ス
ル
ニ
ヨ
リ
テ
人
皆
我
レ
勝
チ
ニ
ナ
リ
。
禍
乱
モ
コ
レ
ヨ
リ
生
ズ
」（『
琴
学
大

意
抄
』）
と
い
う
よ
う
に
、
自
分
本
位
の
人
間
に
な
り
や
す
く
、
禍
乱
の
根
源

と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
徂
徠
は
「
和
」
に
つ
い
て
「
楽
ヲ
学
バ
ム
モ
ノ
ハ
、

心
ヲ
用
ユ
レ
バ
、
皆
ソ
ノ
妙
ヲ
ウ
ル
ナ
リ
。
順
八
逆
六
ヲ
合
ス
ル
コ
ト
ハ
楽
ノ

道
ニ
シ
テ
…
聖
人
ノ
道
ハ
、
我
レ
ニ
コ
ト
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
用
ヒ
テ
我
禍
タ
ル
ヲ
抑

ヘ
、
我
足
ラ
ザ
ル
ヲ
補
フ
。
コ
レ
ヲ
和
ト
云
ナ
リ
。」（『
琴
学
大
意
抄
』）
と
述

べ
る
。
相
異
な
る
調
で
の
合
奏
は
、
学
ぶ
者
の
行
き
過
ぎ
と
不
足
を
補
い
、
自

ら
と
異
な
る
存
在
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
和
の
状
態
を
彼
に
齎
す
の
で
あ
る
。

　

ま
た
興
味
深
い
の
は
、
徂
徠
が
天
下
の
統
治
に
携
わ
る
者
と
し
て
最
も
重
要

な
位
置
に
立
つ
君
主
と
そ
の
家
臣
を
そ
れ
ぞ
れ
歌
と
楽
器
に
例
え
て
い
る
点
で

あ
る
。
そ
し
て
両
者
の
「
和
」
に
つ
い
て
徂
徠
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

 「
サ
レ
バ
賢
君
ノ
諫
言
ヲ
イ
レ
、
賢
臣
ヲ
用
ヒ
タ
マ
フ
モ
、
皆
異
ナ
ル
ヲ

以
テ
、
我
ヲ
助
ク
ル
道
理
ナ
リ
。『
論
語
』
ニ
『
君
子
和
而
不
同
、
小
人

同
不
和
』
ト
云
ヘ
ル
モ
コ
ノ
道
理
ナ
ル
コ
ト
。
…
前
略
…
歌
ハ
君
ニ
シ
テ
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楽
ハ
臣
ナ
ル
ユ
ヘ
、
歌
ト
楽
器
ト
ノ
調
子
ヲ
カ
ヘ
テ
六
八
ヲ
以
テ
合
ス
ル

コ
ト
カ
カ
ル
道
理
ナ
リ
。」（『
琴
学
大
意
抄
』）

　
　

 「
こ
の
事
を
『
君
子
は
和
し
て
同
せ
ず
、
小
人
は
同
し
て
和
せ
ず
』
と
孔

子
も
宣
ま
え
り
。
和
す
る
と
い
う
は
五
味
を
調
和
す
る
が
如
し
。
五
味
の

あ
ん
ば
い
と
い
う
は
、
各
別
の
味
を
持
行
き
て
ま
ぜ
合
せ
す
る
事
也
。
故

に
臣
下
に
は
君
と
才
智
の
筋
各
別
に
違
い
た
る
を
よ
し
と
す
。
君
何
ほ
ど

才
智
あ
り
て
も
、
人
の
才
智
は
一
む
き
に
得
手
な
る
所
あ
り
て
、
ま
た
不

得
手
な
る
所
あ
る
物
な
り
。
聖
人
と
て
も
か
く
の
如
し
。
故
に
各
別
に
違

い
た
る
才
智
の
臣
を
い
く
ら
も
よ
せ
用
い
ざ
れ
ば
、
君
の
才
智
の
た
ら
ぬ

処
を
補
う
べ
き
よ
う
な
し
。」（『
政
談
』）

　

君
主
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
多
様
な
才
能
や
考
え
を
持
つ
臣
下
を
持
ち
、
彼

ら
に
各
々
の
才
能
を
発
揮
せ
し
め
、
ま
た
彼
ら
の
諌
言
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で

あ
り
、
自
分
と
異
質
な
臣
下
を
受
け
入
れ
る
心
構
え
が
、
天
下
治
平
の
前
提
と

な
る
。
こ
れ
を
徂
徠
は
「
和
」
と
言
い
表
す
。
こ
こ
に
お
い
て
、
君
臣
関
係
が

古
楽
の
演
奏
と
類
比
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
こ

れ
は
、
徂
徠
の
思
想
に
お
い
て
、
政
治
と
音
楽
は
独
立
し
た
二
つ
の
領
域
を
な

す
の
で
は
な
く
、
両
者
と
も
実
践
と
い
う
同
じ
水
準
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
楽
は
士
の
養
成
・
薫
育
過
程

の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
同
じ
調
で
演
奏
す
る
場
合
は
特
に
意
識
せ
ず
と

も
た
だ
他
の
人
と
同
じ
調
で
演
奏
す
れ
ば
、
音
楽
は
そ
れ
な
り
に
成
り
立
つ
。

こ
れ
に
対
し
て
、
異
な
る
調
で
演
奏
す
る
場
合
、
相
手
に
合
せ
な
が
ら
異
な
る

調
を
保
つ
こ
と
に
深
い
注
意
を
絶
え
ず
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
士
は
、
異

な
る
調
で
の
合
奏
を
学
ぶ
こ
と
を
通
し
て
、
合
奏
音
楽
と
し
て
互
い
に
相
手
と

合
せ
つ
つ
異
な
る
調
を
保
つ
こ
と
に
努
め
、自
ら
の
行
過
ぎ
る
と
こ
ろ
を
抑
え
、

足
り
な
い
と
こ
ろ
を
補
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
分
と
は
異
質
な
存
在
を
受
け
入

れ
る
能
力
を
培
う
こ
と
が
で
き
る
。
相
手
に
合
せ
な
が
ら
異
な
る
調
を
保
つ
こ

と
に
深
い
注
意
を
払
う
こ
と
へ
の
努
力
に
よ
っ
て
躾
け
ら
れ
る
異
質
な
他
者
の

容
認
は
、
音
楽
実
践
を
通
し
て
学
ば
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

調
の
重
視
は
、
徂
徠
に
お
い
て
は
、「
和
」・「
応
」
と
い
っ
た
概
念
を
通
し
て
、

異
質
な
も
の
同
士
の
調
和
的
関
係
の
構
築
へ
と
接
続
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
古
楽
の
復
元
に
関
わ
る
『
楽
律
考
』・『
楽
制
篇
』・『
琴
学
大
意
抄
』

な
ど
の
著
作
、
ま
た
「
幽
蘭
」
の
復
元
に
即
し
て
徂
徠
の
古
楽
認
識
を
論
じ
て

き
た
。
黄
鐘
の
高
さ
と
十
二
律
の
導
出
を
重
要
な
課
題
と
す
る
中
国
の
古
楽
へ

の
取
り
組
み
に
対
し
て
、
徂
徠
は
、
古
代
の
楽
律
・
楽
制
は
中
国
で
は
既
に
滅

び
、
日
本
に
伝
わ
る
楽
律
・
楽
制
・「
幽
蘭
」
こ
そ
中
国
古
代
の
も
の
で
あ
り
、

古
楽
と
は
、
異
な
る
調
で
行
わ
れ
る
歌
唱
と
楽
器
と
の
合
奏
で
あ
り
、
古
楽
の

学
び
を
通
し
て
士
と
し
て
の
素
質
が
培
わ
れ
る
と
考
え
る
。
徂
徠
の
論
は
、
中

国
の
古
楽
論
と
は
異
な
る
視
点
と
論
点
を
含
み
も
っ
て
お
り
、
徂
徠
は
、
自
ら

の
政
治
的
か
つ
倫
理
的
思
想
、
あ
る
い
は
人
間
観
に
基
づ
き
、
古
楽
と
深
く
関

わ
る
幾
つ
か
の
テ
ー
マ
、
即
ち
楽
律
・
楽
制
・
琴
・「
幽
蘭
」
を
取
り
上
げ
て

こ
れ
を
再
編
す
る
形
で
新
た
な
古
楽
論
を
形
成
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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三　

徂
徠
の
古
楽
論
と
江
戸
の
音
楽
文
化
・
社
会
情
勢

　

徂
徠
が
古
楽
に
つ
い
て
論
じ
た
の
は
、
経
済
の
発
展
及
び
江
戸
文
化
の
成
熟

に
伴
い
様
々
な
芸
能
・
音
楽
が
盛
ん
に
な
り
、
ま
た
中
国
と
の
交
流
を
通
じ
て

明
代
琴
楽
や
明
清
楽
が
徐
々
に
日
本
に
伝
わ
り
、
新
た
な
音
楽
文
化
が
形
成
さ

れ
た
時
期
で
あ
る
。
徂
徠
は
古
楽
の
復
元
に
取
り
組
む
一
方
、同
時
代
の
音
楽
、

例
え
ば
三
味
線
・
筝
、
ま
た
能
楽
に
つ
い
て
批
判
的
に
言
及
し
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
う
し
た
批
判
は
古
楽
を
重
視
す
る
徂
徠
の
思
想
と
深
く
関
わ
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
同
時
代
の
音
楽
に
対
す
る
徂
徠
の
批
判
に
着
目
し
、

古
楽
の
復
元
論
が
如
何
な
る
音
楽
文
化
お
よ
び
社
会
情
勢
を
背
景
に
展
開
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
古
楽
の
復
元
の
根
底
に
潜
む
徂
徠
の
問
題
意

識
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

　

江
戸
期
に
三
味
線
・
筝
は
非
常
に
盛
ん
に
な
り
、
特
に
各
種
の
浄
瑠
璃
も
の

（
三
味
線
伴
奏
の
語
り
も
の
、
人
形
操
り
も
含
む
）
が
庶
民
の
人
気
を
博
し
て

い
た
。
ま
た
、元
禄
十
六
（
一
七
〇
三
）
年
の
世
話
物
浄
瑠
璃
「
曽
根
崎
心
中
」

の
初
演
以
来
、
人
形
浄
瑠
璃
は
そ
の
全
盛
期
を
迎
え
た
が
、
相
次
ぐ
心
中
事
件

を
背
景
に
享
保
八
（
一
七
二
二
）
年
に
「
心
中
禁
止
令
」
が
出
さ
れ
、
元
文
四

（
一
七
三
九
）
年
に
は
江
戸
町
奉
行
が
上
方
節
（
豊
後
節
）
浄
瑠
璃
を
全
面
的

に
禁
止
す
る
。
他
方
、
能
楽
は
元
和
以
来
武
士
の
嗜
み
と
し
て
奨
励
さ
れ
、
ま

た
幕
府
が
儀
式
に
用
い
る
楽
と
な
る
こ
と
で
将
軍
綱
吉
、
家
宣
、
家
継
時
代
に

最
盛
期
を
迎
え
る
が
、
吉
宗
（
在
位
一
七
一
六
年
―
一
七
四
五
年
）
の
就
任
か

ら
数
年
後
、
享
保
改
革
の
余
波
は
徐
々
に
能
楽
に
も
及
ぶ
に
い
た
る

I

。

　

以
上
の
よ
う
な
心
中
・
浄
瑠
璃
の
禁
令
、
能
楽
の
改
革
に
先
立
つ
享
保
二

（
一
七
一
六
）年
に
執
筆
が
本
格
化
す
る

J

『
蘐
園
十
筆
』に
お
い
て
、徂
徠
は「
応
」・

「
和
」・「
節
」（「
繆
」）
の
概
念
か
ら
、「
俗
筝
三
絃
」
と
「
能
、
猿
楽
、
皷
鼓
」、

古
楽
の
特
徴
、
性
格
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　

 「
世
俗
の
楽
を
観
て
、
し
か
る
の
ち
聖
人
の
楽
を
知
る
。
い
ま
世
俗
の
楽

に
二
つ
あ
り
。
俗
筝
三
絃
は
、
絲
逐
ひ
肉
飛
び
、
宛
転
曲
折
し
、
意
の
ご

と
く
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
そ
の
人
情
に
近
き
は
、
こ
れ
に
過
ぎ
た
る
は
な

し
。
…
能
・
猿
楽
・
鼓
笛
は
、
噍
殺
に
し
て
、
応
和
の
声
な
し
。
た
だ
節

奏
あ
る
の
み
。
舞
蹈
発
越
、
駆
り
て
節
に
赴
く
。
こ
れ
武
人
の
尚
ぶ
所
、

故
に
厳
法
を
尚
び
て
人
情
に
遠
し
。
…
両
端
を
観
て
、
古
楽
得
て
以
て
言

ふ
べ
し
。
声
に
応
あ
り
和
あ
り
繆
あ
り
。
応
な
る
者
は
情
に
近
し
。
俗
絃

は
こ
れ
を
以
て
す
。
情
に
一
な
れ
ば
則
ち
淫
す
。
故
に
こ
れ
を
輔
く
る
に

和
を
以
て
す
。
和
な
る
者
は
義
に
協
ふ
。
協
一
に
務
む
れ
ば
則
ち
弘
か
ら

ず
。
故
に
こ
れ
を
文
る
に
繆
を
以
て
す
。
繆
な
る
者
は
仁
に
成
る
。
質
は

以
て
文
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
故
に
必
ず
繁
声
促
節
な
り
。
古
楽
の
八
音
六

簧
五
絲
は
文
な
り
。
故
に
そ
の
節
は
緩
し
。」（『
蘐
園
二
筆
』）

　

ま
た
、『
徂
徠
集
』
は
、
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 「
応
者
情
也
。
節
者
法
也
。
聖
人
之
治
、立
法
行
道
以
合
人
情
、三
者
備
矣
。

世
俗
不
知
道
、
但
喜
合
其
情
、
故
俗
箏
三
絃
有
応
而
無
和
也
。
至
於
武
人

之
治
。
則
本
不
知
道
、
亦
不
問
人
情
、
一
以
法
度
驅
迫
之
、
故
室
町
作
俗

謠
、
無
和
無
應
唯
有
鼓
節
耳
（
応
は
情
で
あ
る
、
節
は
法
で
あ
る
。
聖
人

の
治
は
、
法
を
立
て
道
を
行
っ
て
こ
れ
に
よ
っ
て
人
情
と
合
し
、﹇
和
・
情
・

節
の
﹈
三
者
を
備
え
る
。
世
俗
は
、
道
を
知
ら
ず
、
た
だ
そ
の
情
に
合
す

の
を
喜
び
、
そ
れ
ゆ
え
、
俗
箏
三
弦
は
応
が
あ
っ
て
和
が
な
い
の
で
あ
る
。

武
人
の
治
に
至
っ
て
は
、
す
な
わ
ち
も
と
も
と
道
を
知
ら
ず
、
亦
人
情
も

問
わ
な
い
、
す
べ
て
法
度
を
も
っ
て
こ
れ
を
駆
け
迫
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
室

町
は
俗
謠
を
作
り
、和
が
な
い
、応
が
な
い
、た
だ
鼓
節
あ
る
の
み
）」（『
徂

徠
集
』）

と
も
言
う
。

　
「
俗
筝
三
絃
」
は
、異
な
る
調
の
合
奏
、つ
ま
り
「
和
」
と
い
う
要
素
を
欠
き
、

同
じ
調
で
の
演
奏
と
し
て
の
「
応
」
の
み
有
す
る
の
で
人
の
情
に
密
接
し
て
い

る
。「
能
、
猿
楽
、
皷
鼓
」
は
「
応
」
さ
え
持
た
ず
節
奏
の
み
有
す
が
、
こ
れ

は
武
人
の
政
治
が
厳
法
を
尊
び
人
の
情
か
ら
遠
い
こ
と
に
等
し
い
。
古
楽
は
、

前
述
し
た
よ
う
に
、
歌
唱
と
琴
と
の
同
一
調
で
の
演
奏
に
、
異
な
る
調
で
行
わ

れ
る
楽
器
の
演
奏
が
加
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
同
調
演
奏

の
「
応
」、
そ
し
て
異
調
演
奏
の
「
和
」
を
同
時
に
備
え
た
も
の
で
あ
る
。
徂

徠
は
、
こ
う
し
た
古
楽
の
音
楽
的
な
特
徴
か
ら
、
古
楽
の
性
格
を
、
人
の
情
を

容
認
し
な
が
ら（「
応
」）、単
に
人
の
情
に
従
っ
て
そ
の
ま
ま
流
す
の
で
は
な
く
、

異
な
る
調
で
の
合
奏
を
通
し
て
（「
和
」）、
学
ぶ
人
に
自
分
と
は
異
質
な
存
在

を
受
け
入
れ
る
心
構
え
を
齎
す
も
の
と
捉
え
る
。
さ
ら
に
古
楽
の
「
繆
」
と
い

う
要
素
に
着
目
し
、
古
楽
は
緩
和
な
節
奏
を
持
ち
、
こ
れ
が
「
和
な
る
者
は
義

に
協
ふ
。
協
一
に
務
む
れ
ば
則
ち
弘
か
ら
ず
。」（『
蘐
園
二
筆
』）
と
い
う
「
和
」

の
制
限
を
越
え
、
学
ぶ
人
の
心
構
え
を
さ
ら
に
広
め
、「
仁
」
の
状
態
に
至
ら

せ
る
と
考
え
る
。

　

古
楽
は
、「
応
」
と
「
和
」、
そ
し
て
「
節
」
と
い
う
リ
ズ
ム
の
要
素
を
備
え
、

こ
の
点
で
聖
人
の
政
治
と
重
な
り
合
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
能
、
猿
楽
、
皷

鼓
」
は
「
節
」（
＝
「
法
」）
の
み
で
あ
り
、
武
人
の
政
治
と
重
な
り
合
う
。
こ

こ
で
も
政
治
と
音
楽
は
、
類
比
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
古
楽
と
聖

人
の
政
治
の
同
型
性
ゆ
え
に
、
他
の
音
楽
に
対
す
る
古
楽
の
優
位
性
が
主
張
さ

れ
る
。
要
す
る
に
徂
徠
に
お
い
て
、音
楽
と
政
治
は
「
応
」・「
和
」・「
節
」（「
繆
」）

の
概
念
の
も
と
で
統
括
的
に
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、「
応
」「
和
」「
節
」（「
繆
」）

を
備
え
た
古
楽
を
基
準
に
、
何
ら
か
の
要
素
が
欠
如
し
て
い
る
点
に
お
い
て
そ

の
他
の
音
楽
が
批
判
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
欠

い
た
あ
ら
ゆ
る
政
治
に
対
す
る
批
判
、
そ
し
て
聖
人
の
政
治
の
真
正
性
の
主
張

を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
徂
徠
の
論
に
お
い
て
、
古
楽
が
執
政
者
の
あ
る
べ
き

心
構
え
（
仁

K

）、
そ
し
て
治
国
の
在
り
方
（
人
情
・
道
・
法
）
を
形
成
し
う
る

と
認
識
さ
れ
る
の
は
、
古
楽
が
聖
人
の
政
治
と
同
じ
要
素
を
含
み
も
ち
、
両
者

が
そ
の
同
型
性
に
お
い
て
連
続
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。



藝術研究 第 21・22 号 2009

5252

　

以
上
の
検
討
か
ら
、
徂
徠
の
古
楽
へ
の
関
心
は
、
単
な
る
文
人
趣
味
で
も
な

け
れ
ば
、
学
問
上
の
問
題
で
も
な
く
、
優
れ
て
実
践
的
な
問
題
に
関
わ
る
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
実
際
、
徂
徠
は
江
戸
幕
府
に
対
し
て
積
極

的
に
古
楽
の
重
要
性
を
訴
え
ん
と
試
み
た
。

　

徂
徠
の
著
作
の
成
立
を
確
認
す
る
と
、
四
十
五
歳
の
時
に
「
周
漢
之
音
存
於

吾
東
方
」
と
唱
え
る
が
、
正
徳
四
（
一
七
一
四
）
年
四
十
九
歳
の
時
に
刊
行
さ

れ
た
『
蘐
園
随
筆
』
で
は
、
礼
楽
に
関
す
る
記
述
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、
ま

た
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
徂
徠
の
諸
著
作
の
大
半
は
、『
蘐
園
十
筆
』、
つ
ま
り
享
保

元
（
一
七
一
六
）
年
以
降
、
徐
々
に
纏
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

L

こ
と
が
わ
か

る
。
享
保
元
年
は
、
前
述
し
た
「
心
中
禁
止
令
」、
浄
瑠
璃
の
禁
令
が
発
令
さ

れ
、
能
楽
の
改
革
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
桜
町
天
皇
在
位
中
の
大
嘗
祭
や
新
嘗
祭

等
の
朝
儀
の
復
活
に
積
極
的
な
支
援
を
行
っ
た

M

吉
宗
が
将
軍
に
就
任
し
た
年
で

あ
る
。
三
味
線
、
浄
瑠
璃
、
能
楽
等
の
音
楽
芸
能
に
対
し
て
否
定
的
な
考
え
を

示
し
、
古
代
音
楽
、
古
代
朝
儀
の
復
元
・
復
活
に
積
極
的
な
意
欲
を
持
つ
吉
宗

の
音
楽
政
策
と
徂
徠
の
音
楽
認
識
は
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
徂
徠
が
吉
宗
に
政

治
に
関
す
る
意
見
を
求
め
ら
れ

N

、
ま
た
吉
宗
政
権
の
音
楽
分
野
担
当
を
担
っ
た

と
思
わ
れ
る

O

こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、こ
う
し
た
一
致
も
単
な
る
偶
然
で
は
な
く
、

徂
徠
の
古
楽
の
復
元
論
は
、
当
時
の
音
楽
文
化
の
問
題
（
浄
瑠
璃
の
隆
盛
、
心

中
事
件
の
多
発
、
能
楽
の
奢
侈
）
や
吉
宗
に
よ
る
改
革
と
の
関
わ
り
の
中
で
成

立
し
た
も
の
と
見
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
天
下
治
平
の
在
り
方
に
関
す
る
提
言
の
書
で
あ
る
『
太
平
策
』
に
お

い
て
徂
徠
は
、「
漢
唐
ヨ
リ
以
後
、
礼
楽
ナ
シ
。
何
レ
ノ
代
ニ
テ
モ
、
三
百
年

ヲ
過
ザ
ル
ハ
、
制
度
善
カ
ラ
ザ
ル
故
、
世
界
早
ク
老
衰
シ
テ
、
早
ク
乱
ル
ル
ナ

リ
」（『
太
平
策
』）
と
述
べ
、
中
国
で
は
も
は
や
楽
の
み
な
ら
ず
、
礼
も
行
わ

れ
て
い
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
礼
楽
が
行
わ
れ
て
い
な
い
漢
唐
以
降
の
中
国
を

「
蓋
周
道
衰
、
而
天
下
淪
胥
為
夷
。
秦
漢
而
後
、
華
而
夷
者
也
。（
思
う
に
周
道

が
衰
え
、
天
下
は
淪
落
し
夷
と
お
し
な
べ
て
一
緒
に
な
る
。
秦
漢
以
後
は
中
華

で
あ
り
な
が
ら
も
夷
狄
で
あ
る
。）」（『
孟
子
識
』）
と
、（
地
理
的
に
は
）
中
華

で
あ
り
な
が
ら
も
実
際
に
は
夷
狄
で
あ
る
と
見
な
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
幕
府

の
執
政
に
つ
い
て
徂
徠
は
、「
サ
レ
バ
右
ノ
如
ク
制
度
ヲ
立
替
ン
コ
ト
、
珍
シ

キ
コ
ト
ニ
ア
ラ
ズ
。
異
国
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ズ
、吾
国
モ
昔
ハ
皆
カ
ク
ノ
如
ク
ナ
リ
。

…
中
略
…
聖
人
ニ
法
リ
古
ヲ
稽
ヘ
テ
、
制
度
ヲ
立
替
タ
ラ
ン
ニ
ハ
、
世
界
新
シ

ク
ナ
リ
テ
、
政
道
安
ラ
カ
ニ
行
ハ
ル
ベ
シ
。
…
中
略
…
右
ノ
如
ク
制
度
ヲ
立
替

ル
ハ
、
王
道
ノ
地
ヲ
作
ル
ナ
リ
。
コ
ノ
上
ニ
礼
楽
ヲ
以
テ
治
ル
心
、
王
道
ノ
至

極
ナ
リ
。」（『
太
平
策
』）
と
明
言
す
る
。
礼
楽
制
度
は
、
中
国
で
考
案
さ
れ
た

制
度
で
は
あ
る
が
、
こ
の
制
度
は
普
遍
的
な
意
味
を
持
ち
、「
異
国
」
の
中
国

だ
け
で
は
な
く
、「
吾
国
」
に
お
い
て
も
か
つ
て
行
わ
れ
て
い
た
、
そ
し
て
、

聖
人
の
道
の
実
践
に
よ
り
、
政
道
は
安
ら
か
に
な
る
、
つ
ま
り
中
国
で
既
に
失

わ
れ
た
王
道
は
、
礼
楽
の
実
践
に
よ
り
、「
吾
国
」
に
お
い
て
復
活
し
、
こ
れ

に
よ
っ
て
安
ら
か
な
政
道
が
齎
さ
れ
る
、
と
徂
徠
は
唱
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
、
徂
徠
は
、
古
楽
の
喪
失
を
根
拠
に
中
華
／
夷
狄
と
い
う
対
立
を
無
効
化
す

る
。
の
み
な
ら
ず
「
吾
国
」
だ
け
が
古
楽
を
保
存
す
る
と
い
う
認
識
は
、
い
ま
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や
夷
狄
と
し
て
の
中
国
／
王
道
と
し
て
の
吾
国
、
と
し
て
二
国
間
の
関
係
を
規

定
し
、「
吾
国
」
の
正
当
性
、
真
正
性
の
証
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る

P

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
古
楽
の
復
元
に
向
け
ら
れ
た
徂

徠
の
関
心
は
、
単
に
古
代
中
国
の
音
楽
へ
の
憧
憬
に
起
因
す
る
も
の
で
は
決
し

て
な
い
。
徂
徠
は
、
江
戸
の
政
治
・
文
化
改
革
の
指
針
を
、
古
代
中
国
の
政
治

体
系
・
文
化
体
系
に
見
出
し
、「
中
華
」
と
い
う
名
を
通
し
て
在
る
べ
き
政
治
・

文
化
に
つ
い
て
考
え
、
こ
れ
を
江
戸
幕
府
に
提
案
し
た
。
古
楽
の
復
元
論
も
ま

た
、
こ
う
し
た
徂
徠
の
大
き
な
企
て
の
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
一

定
の
影
響
力
を
持
ち
続
け
た
儒
学
思
想
に
お
い
て
、
古
楽
の
復
元
は
、
様
々
な

儒
学
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
主
題
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
地
域

ま
た
時
代
は
異
な
れ
ど
、
儒
学
者
た
ち
の
間
で
、
古
楽
を
普
遍
的
か
つ
理
想
的

な
価
値
を
備
え
た
も
の
と
す
る
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。ま
た
、

芸
術
の
自
律
性
を
前
提
と
す
る
近
代
の
音
楽
認
識
と
異
な
り
、
前
近
代
の
東
ア

ジ
ア
の
音
楽
認
識
、
少
な
く
と
も
儒
学
思
想
に
お
け
る
音
楽
認
識
が
、
広
い
意

味
で
の
政
治
論
・
人
間
論
・
学
習
論
と
連
続
的
で
あ
っ
た
こ
と
の
一
端
が
、
以

上
の
論
述
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
留
意
す
べ
き

は
、
こ
う
し
た
音
楽
認
識
は
、
東
ア
ジ
ア
各
地
に
お
け
る
人
・
テ
キ
ス
ト
・
音

楽
の
伝
播
に
伴
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
文
脈
に
即
し
て
異
な
る
様
相
を
示
す

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
徂
徠
の
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
古
楽
の
復
元
と
い
う

主
題
は
、
こ
れ
に
取
り
組
む
当
の
儒
学
者
の
思
想
、
ま
た
彼
と
同
時
代
の
音
楽

文
化
や
社
会
情
勢
と
深
く
関
わ
る
こ
と
で
、
新
た
な
視
点
の
も
と
に
論
じ
ら
れ

て
き
た
。
古
楽
の
復
元
論
は
、
単
に
忠
実
な
テ
キ
ス
ト
読
解
や
音
楽
の
実
証
的

な
復
元
の
試
み
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
各
々
の
儒
学
者
に
固
有
の
論
点
の

も
と
に
展
開
し
、
彼
ら
の
音
楽
に
関
す
る
思
考
と
実
践
、
更
に
は
政
治
に
関
す

る
思
考
と
実
践
の
根
幹
を
成
す
も
の
と
し
て
再
構
築
さ
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ

る
。

　

最
後
に
今
後
の
研
究
課
題
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
本
稿
は
、
徂
徠
に
お

い
て
、
音
楽
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
ど
の
よ
う
な
働
き
を
持
つ
の
か
と
い

う
根
本
的
問
題
が
、
古
楽
論
の
言
説
を
通
し
て
、
政
治
や
文
化
を
内
包
す
る
社

会
の
あ
る
べ
き
在
り
方
へ
の
問
い
へ
と
繋
が
っ
て
行
く
理
路
を
検
討
し
て
き

た
。
こ
う
し
た
徂
徠
の
思
索
は
、
徂
徠
自
身
の
思
想
内
部
で
完
結
し
た
わ
け
で

は
な
く
、
そ
の
後
蘐
園
一
門
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る

Q

。
ま
た
、

江
戸
に
お
け
る
徂
徠
学
／
反
徂
徠
学
の
流
行
、
徂
徠
学
の
地
方
へ
の
伝
播
を
視

野
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
儒
学
思
想
と
江
戸
の
音
楽
文
化
の
関
係
性
の
解
明
は
、

様
々
な
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
べ
き
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
思
想
に

お
け
る
中
国
儒
学
の
礼
楽
論
・
古
楽
論
の
伝
来
、
音
楽
文
化
に
お
け
る
雅
楽
・

明
代
琴
楽
・
明
清
楽
・
三
味
線
・
筝
・
能
楽
な
ど
の
流
行
、
と
い
う
時
代
状
況

に
お
い
て
江
戸
の
人
々
は
ど
の
よ
う
な
音
楽
認
識
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
音
楽
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を
楽
し
ん
だ
ろ
う
か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
音
楽
認
識
の
も
と
、
新
た
な
音

楽
文
化
を
形
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
こ
と
が
問
い
と
し
て
浮
上
し

て
く
る
。
当
然
な
が
ら
簡
単
に
答
え
ら
れ
る
問
題
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
課
題

は
ま
た
、
江
戸
の
人
々
の
視
点
に
よ
る
江
戸
音
楽
文
化
の
有
り
様
を
解
明
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
海
域
交
流
を
通
し
て
緩
や
か
な
繋
が
り
を
持
つ
東
ア
ジ
ア
の

音
楽
文
化
の
解
明
に
も
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。
今
後
、
よ
り
多
様
な
視
点
・
領
域

か
ら
の
研
究
の
蓄
積
が
求
め
ら
れ
る
。

　

徂
徠
の
著
作
の
引
用
は
、
写
本
の
『
楽
律
考
』（
主
と
し
て
九
州
大
学
桑
木

文
庫
所
蔵
を
用
い
る
が
、
若
干
の
誤
字
を
国
文
学
研
究
資
料
館
（
田
安
徳
川

家
寄
託
資
料
）、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
版
を
参
照
の
う
え
訂
正
を
加

え
た
）、『
楽
制
篇
』（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
）、『
琴
学
大
意
抄
』（
主
と

し
て
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
を
用
い
る
が
、
若
干
の
誤
字
を
九
州
大
学
桑

木
文
庫
所
蔵
版
を
参
照
の
う
え
訂
正
を
加
え
た
）、
刊
本
の
『
孟
子
識
』（『
甘

雨
亭
叢
書
』
第
四
集
所
収
、
板
倉
勝
明
開
彫
、
一
八
五
六
年
）
を
用
い
、
出

版
さ
れ
た
も
の
と
し
て
『
弁
道
』、『
弁
名
』、『
太
平
策
』（『
日
本
思
想
大
系

三
六　

荻
生
徂
徠
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）、『
政
談
』（
岩
波
書

店
、
一
九
八
七
年
）、『
論
語
徴
』（『
荻
生
徂
徠
全
集
』
三
巻
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
七
七
年
）、『
蘐
園
二
筆
』（『
荻
生
徂
徠
全
集
』
十
七
巻
所
収
、み
す
ず
書
房
、

一
九
七
六
年
）、『
徂
徠
集
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
五
年
）、『
論
語
徴
』（『
荻

生
徂
徠
全
集
』
三
巻
所
収
、み
す
ず
書
房
、一
九
七
七
年
）
を
用
い
る
。『
晋
書
』

『
宋
書
』
な
ど
の
「
律
暦
志
」、「
楽
志
」
は
『
歴
代
楽
志
律
志
校
釈
』（
人
民
音

楽
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
を
用
い
る
。
な
お
、
括
弧
内
の
中
国
語
・
日
本
漢

文
の
訳
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
引
用
文
は
、
新
字
体
に
統
一
し
、
記
号

を
適
宜
改
め
た
。

註（
1
） 　

韓
国
（
朝
鮮
）
に
お
け
る
議
論
と
し
て
は
、
特
に
丁
若
庸
の
論
考
が
注
目
さ
れ

る
。
丁
若
庸
は
徂
徠
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
こ
の
点

に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
李
基
原
「
朝
鮮
儒
者
に
お
け
る
徂
徠
学
―
丁
若
庸
の

『
論
語
古
今
注
』
を
素
材
に
」『
日
本
思
想
史
学
』
三
八
号
、
日
本
思
想
史
学
会
、

二
〇
〇
六
年
を
参
照
）。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
古
楽
の
復
元
論
の
展
開
は
、
中

国
か
ら
周
辺
国
へ
広
が
り
変
容
し
て
い
く
過
程
と
し
て
捉
え
る
視
点
だ
け
で
は
十

分
で
な
く
、
東
ア
ジ
ア
の
相
互
的
・
交
錯
的
影
響
関
係
を
考
慮
に
入
れ
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
な
お
、
丁
若
庸
の
楽
論
に
つ
い
て
は
、
琴
章
泰
「
茶
山
の
楽
論
と
楽

律
復
元
の
課
題
」（『
日
韓
共
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
：
18
│
19
Ｃ
東
ア
ジ
ア
思
想
空
間

の
再
発
見
│
丁
茶
山
の
時
代
の
韓
国
・
日
本
学
術
史　

予
稿
集
』
２
０
０
７
年
）

か
ら
大
き
な
示
唆
を
頂
い
た
。

（
2
） 　

平
石
直
昭
『
荻
生
徂
徠
年
譜
考
』
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
、
七
五
頁
。（
括
弧
内

の
現
代
日
本
語
訳
は
筆
者
に
よ
る
）

（
3
） 　

徂
徠
の
琴
学
と
「
幽
蘭
」
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ

る
。
吉
川
良
和
「
物
部
茂
卿
琴
学
初
探
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
九
二
、
東

京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
八
三
年
）、「
物
部
茂
卿
撰
次
《
烏
絲
欄
指
法
卷

子
》
研
究
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
九
四
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、

一
九
八
四
年
）、山
寺
美
紀
子「
荻
生
徂
徠
の『
碣
石
調
幽
蘭
第
五
』解
読
研
究
│『
幽

蘭
譜
抄
』
に
み
え
る
調
弦
法
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
東
洋
音
楽
研
究
』
七
〇
号
、

東
洋
音
楽
学
会
、
二
〇
〇
四
年
）、「
琴
（
七
弦
琴
）
の
最
古
の
楽
譜
『
碣
石
調
幽

蘭
第
五
』
を
め
ぐ
る
解
読
と
復
元
―
主
と
し
て
荻
生
徂
徠
に
よ
る
研
究
に
つ
い
て
」

（『
楽
は
楽
な
り
Ⅱ
│
中
国
音
楽
論
集　

古
楽
の
復
元
』
好
文
出
版
、
二
〇
〇
七
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年
）。
他
に
徂
徠
と
音
楽
の
関
わ
り
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
陶
德
民
「
荻
生
徂
徠

の
『
楽
書
』
校
閲
と
そ
の
所
産
」（『
日
本
漢
學
思
想
史
論
考
』、
関
西
大
学
出
版
部
、

一
九
九
九
年
）、
暢
素
梅
「
蘐
園
学
派
と
音
楽
」（『
日
本
思
想
史
学
』
三
七
号
、
日

本
思
想
史
学
会
、
二
〇
〇
五
年
）
等
が
あ
る
。

（
4
） 　

大
築
邦
雄
「
近
世
の
雅
楽
研
究
」『
音
楽
学
』
九
、日
本
音
楽
学
会
、一
九
六
四
年
、

一
〇
〇
頁
。
ま
た
田
辺
尚
雄
『
音
楽
理
論
』（
共
立
出
版
社
、
一
九
五
六
年
）
も
徂

徠
の
楽
律
論
に
関
す
る
考
察
を
含
ん
で
い
る
。

（
5
） 　
『
呂
氏
春
秋
』
の
「
古
楽
」
の
「
昔
黄
帝
令
伶
倫
作
為
律
…
」（
陳
奇
猷
校
釈
「
古

楽
」『
呂
氏
春
秋
新
校
釈　

上
』、
上
海
古
籍
出
版
社
、 

二
〇
〇
二
年
、
二
八
八
頁
）

の
楽
律
制
作
に
関
す
る
一
文
は
、
広
く
例
え
ば
中
国
の
朱
熹
、
蔡
元
定
、
朝
鮮
の

丁
若
庸
、
日
本
の
荻
生
徂
徠
等
の
論
者
に
引
用
さ
れ
、
古
楽
の
復
元
に
当
た
っ
て

楽
律
の
解
明
は
主
な
問
題
と
さ
れ
る
。

（
6
） 　

中
国
に
お
け
る
楽
律
の
展
開
及
び
そ
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
、
繆
天
瑞
『
律
学
』

（
人
民
音
楽
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
と
李
玫
『
東
西
方
楽
律
学
研
究
及
発
展
歴
程
』

（
中
央
音
楽
学
院
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
は
概
論
書
で
は
あ
る
が
、
詳
し
く
論
じ

て
い
る
。
ま
た
思
想
と
楽
律
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
堀
池
信
夫
「
中
国
音
律
学
の

展
開
と
儒
教
」（『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
六
、東
大
中
国
学
会
、一
九
九
一
年
）、「
京

房
の
六
十
律
―
兩
漢
経
学
の
展
開
と
律
暦
学
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
日
本
中
国

学
会
、一
九
七
九
年
）、「
前
漢
暦
法
の
展
開
及
び
音
律
理
論
」（『
漢
魏
思
想
史
研
究
』

明
治
書
院
、
一
九
八
八
年
）、「
何
承
天
の
新
律
―
音
楽
音
響
学
に
お
け
る
古
代
の

終
焉
と
中
世
の
開
幕
―
」（『
筑
波
中
国
文
化
論
叢
』
一
、
筑
波
大
学
中
国
文
化
研

究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、一
九
八
一
年
）
と
児
玉
憲
明
「
経
学
に
お
け
る
「
楽
」
の
位
置
」

（『
人
文
科
学
研
究
』
一
〇
六
、
新
潟
大
学
人
文
学
部
、
二
〇
〇
一
年
）、「『
律
呂

新
書
』
研
究　

―
「
声
気
之
元
」
と
「
数
」
―
」（『
人
文
科
学
研
究
』
九
五
、
新

潟
大
学
人
文
学
部
、
一
九
九
八
年
）、「
律
呂
新
書
研
究
序
説
―
朱
熹
の
書
簡
を
資

料
に
成
立
の
経
緯
を
概
観
す
る
」（『
人
文
科
学
研
究
』
八
〇
、
新
潟
大
学
人
文
学

部
、
一
九
九
二
年
）、「
荀
勗
と
秦
始
笛
律
―
何
承
天
と
の
関
係
を
論
じ
て
音
響
学

史
上
の
位
置
づ
け
に
及
ぶ
―
」（『
人
文
科
学
研
究
』
六
七
、
新
潟
大
学
人
文
学
部
、

一
九
八
五
年
）
の
一
連
の
論
考
、
そ
し
て
小
島
毅
「
宋
代
の
楽
律
論
」（『
東
洋
文

化
研
究
所
紀
要
』
一
〇
九
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
八
九
年
）
か
ら
、

大
き
な
示
唆
を
得
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
論
考
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

古
楽
の
復
元
と
楽
律
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
論
を
進
め
て
い
く
。

（
7
） 　

堀
池
信
夫
「
中
国
音
律
学
の
展
開
と
儒
教
」、
前
掲
論
文
、
一
一
六
頁
。

（
8
） 　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
堀
池
信
夫
「
何
承
天
の
新
律
―
音
楽
音
響
学
に
お
け
る

古
代
の
終
焉
と
中
世
の
開
幕
―
」（
前
掲
）、
児
玉
憲
明
「
荀
勗
と
秦
始
笛
律
―
何

承
天
と
の
関
係
を
論
じ
て
音
響
学
史
上
の
位
置
づ
け
に
及
ぶ
―
」（
前
掲
）
を
参
照
。

（
9
） 　

引
用
と
そ
の
訳
に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
尾
の
断
り
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
） 　

以
上
、荀
勗
の
楽
律
論
の
経
緯
に
つ
い
て
は
「
律
暦
志
」『
晋
書
』、「
律
暦
志
」『
宋

書
』
を
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
11
） 　

堀
池
信
夫
「
中
国
音
律
学
の
展
開
と
儒
教
」（
前
掲
）、
一
二
六
頁
。

（
12
） 　

例
え
ば
、「
楽
志
」『
宋
史
』
の
冒
頭
に
「
有
宋
之
楽
、自
建
隆
訖
崇
寧
、凡
六
改
作
」

（
脱
脱
等
「
楽
一
」『
宋
史
』
第
九
冊
、
中
華
書
局
、
一
九
七
七
年
、
二
九
三
七
頁
）

と
記
さ
れ
、
こ
の
六
度
に
わ
た
る
音
楽
の
修
正
は
す
べ
て
黄
鐘
の
高
さ
の
修
正
を

中
心
に
行
わ
れ
た
。
ま
た
朱
熹
に
お
い
て
も
十
二
律
と
黄
鐘
の
特
定
が
重
視
さ
れ

た
（「
由
是
論
之
、
則
審
音
之
難
、
不
在
於
声
而
在
於
律
、
不
在
於
宮
而
在
於
黄
鐘
。

蓋
不
以
十
二
律
節
之
、
則
無
以
著
夫
五
声
之
實
。
不
得
黄
鐘
之
正
、
則
十
一
律
者

又
無
所
受
以
為
本
律
之
宮
也
。」「
声
律
弁
」『
朱
子
全
書　

晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』

伍
、
上
海
古
籍
出
版
社
・
安
徽
教
育
出
版
者
、
二
〇
〇
二
年
、
三
四
四
三
頁
）。
さ

ら
に
有
名
な
十
二
平
均
律
を
発
明
し
た
朱
載
堉
に
も
同
じ
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

（
13
） 　

具
体
的
に
は
雅
楽
の
調
名
で
言
う
と
こ
ろ
の
壱
越
調
・
平
調
（
大
食
調
を
含
む
）・

双
調
・
黄
鐘
調
・
般
渉
調
で
あ
り
、
琴
楽
で
用
い
ら
れ
る
調
名
で
は
、
正
宮
調
・

縵
角
調
・
緊
羽
調
・
清
商
調
・
縵
宮
調
を
指
す
。

（
14
） 　

五
声
は
、宮
が
最
も
低
く
、宮
と
商
、商
と
角
、徴
と
羽
の
間
隔
は
そ
れ
ぞ
れ
一
律
、

角
と
徴
の
間
隔
は
二
律
で
あ
る
。

（
15
） 　

山
寺
美
紀
子
「
琴
（
七
弦
琴
）
の
最
古
の
楽
譜
『
碣
石
調
幽
蘭
第
五
』
を
め

ぐ
る
解
読
と
復
元
―
主
と
し
て
荻
生
徂
徠
に
よ
る
研
究
に
つ
い
て 

」（
前
掲
）、

二
八
九
頁
。

（
16
） 　
『
琴
学
大
意
抄
』
の
関
連
箇
所
に
参
照
。

（
17
） 　

徂
徠
の
士
は
君
子
と
も
称
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、「
君
な
る
者
は
下
を
治
む
る
者
な

り
。
士
大
夫
は
み
な
民
を
治
む
る
を
以
て
職
と
な
す
」（『
弁
名
』
君
子
・
小
人
１
）

と
い
う
よ
う
に
上
の
立
場
に
立
ち
、
治
世
安
民
と
い
う
役
割
を
果
す
べ
き
人
と
指

す
。
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（
18
） 　
「
先
王
の
教
へ
は
、
詩
・
書
・
礼
・
楽
。『
書
』
は
学
者
の
本
業
た
り
。
何
と
な
れ
ば
、

『
書
』
は
政
事
を
道
ふ
。
学
ん
で
而
う
し
て
士
と
為
る
、
学
ば
ざ
れ
ば
則
ち
民
た
り
、

仕
へ
て
以
て
政
に
從
ふ
。
…
そ
の
言
は
正
大
、
そ
の
義
は
閎
深
。
必
ず
詩
と
礼
楽

と
を
以
て
輔
と
為
し
」（『
論
語
徴
』
泰
伯
篇
第
八
章
）

（
19
） 　

三
味
線
・
筝
・
能
楽
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
小
倉
理
三
郎
『
日
本
音
楽
の
源
流

を
探
る
』（
芸
術
現
代
社
、
一
九
九
四
年
）、
浄
瑠
璃
に
つ
い
て
は
横
田
庄
一
郎
編

著
、
印
藤
和
寛
訳
・
解
題
『
富
永
仲
基
の
「
楽
律
考
」』（
朔
北
社
、
二
〇
〇
六
年
、

二
二
一
－
二
二
三
頁
）
を
参
照
。

（
20
） 　

平
石
直
昭
『
荻
生
徂
徠
年
譜
考
』（
前
掲
）、
一
〇
三
頁
、
参
照
。

（
21
） 　

徂
徠
に
お
い
て
仁
は
、「
仁
に
な
る
者
は
、
人
に
長
と
な
り
民
を
安
ん
ず
る
の
徳

を
謂
ふ
な
り
」（『
弁
名
』
上
、
仁
１
）、「
孔
門
の
教
へ
は
、
仁
を
至
大
と
な
す
。

何
と
な
れ
ば
、
能
く
先
王
の
道
を
挙
げ
て
こ
れ
を
体
す
る
者
は
仁
な
れ
ば
な
り
。

先
王
の
道
は
、
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
な
り
。」（『
弁
道
』
７
）
と
捉
え
ら
れ
る
。

（
22
） 　

各
著
書
の
成
立
年
代
は
、
平
石
直
昭
『
荻
生
徂
徠
年
譜
考
』（
前
掲
書
）
の
他
、

陶
德
民「
荻
生
徂
徠
の『
楽
書
』の
校
閲
と
そ
の
所
産
」（
前
掲
論
文
）、吉
川
良
和「
物

部
茂
卿
琴
学
初
探
」（
前
掲
論
文
）
を
参
照
。

（
23
） 　

辻
達
也
編
『
日
本
の
近
世
二　

天
皇
と
将
軍
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
、

一
九
一
│
一
九
六
頁
）、
参
照
。

（
24
） 　

尾
藤
正
英
「
国
家
主
義
の
祖
型
と
し
て
の
徂
徠
」（『
日
本
の
名
著　

荻
生
徂
徠
』、

中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
）、
参
照
。

（
25
） 　

藤
和
寛
「
荻
生
徂
徠
「
楽
律
考
」
と
の
関
係
」、「
徂
徠
学
と
江
戸
幕
藩
体
制
の

根
本
問
題
」（
横
田
庄
一
郎
編
著
・
印
藤
和
寛
訳
・
題
解
『
富
永
仲
基
の
「
楽
律
考
」』

所
収
、
朔
北
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
参
照
。

（
26
） 　

こ
う
し
た
古
楽
の
復
元
を
通
し
た
「
吾
国
」
の
正
当
性
、
真
正
性
の
主
張
の
背

景
に
、
明
清
交
替
を
う
け
て
の
国
家
意
識
の
高
ま
り
を
見
て
取
る
必
要
が
あ
る
。

明
清
交
替
は
、
日
本
お
よ
び
朝
鮮
に
華
夷
秩
序
の
再
編
の
契
機
と
し
て
認
識
さ
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
と
徂
徠
の
古
楽
の
復
元
論
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
27
） 　

暢
素
梅
「
蘐
園
学
派
と
音
楽
」（
前
掲
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
ち
ん
・
て
い
ち
く　

広
島
大
学
・
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
・
博
士
課
程
）




